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(57)【要約】
【課題】投影データを補正するための補正データの作成
時間の短縮を可能とするＸ線ＣＴ装置を提供する。
【解決手段】実施形態のＸ線ＣＴ装置は、Ｘ線発生手段
とＸ線検出手段とを制御する制御手段を有する。Ｘ線Ｃ
Ｔ装置は、第１モードにおいて被検体の投影データをス
キャン条件に対応して補正するための補正データを作成
し、第２モードにおいて補正データを用いて投影データ
を補正する。Ｘ線ＣＴ装置は、スキャン条件記憶手段と
、表示制御手段とを含む。スキャン条件記憶手段には、
第２モードにおいて、所定の期間内に、被検体をスキャ
ンしたときのスキャン条件が順次に記憶される。表示制
御手段は、第１モードにおいて、指定可能なスキャン条
件を表示手段に表示させ、スキャン条件記憶手段に記憶
されたスキャン条件を、補正データを更新するスキャン
条件の候補として表示手段に表示させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１モード又は第２モードにおいてＸ線発生手段とＸ線検出手段とを制御する制御手段
を有し、前記第１モードにおいて、被検体をＸ線でスキャンした結果に基づいて作成され
た投影データをスキャン条件に対応して補正するための補正データを作成し、前記第２モ
ードにおいて、前記補正データを用いて前記投影データを補正するＸ線ＣＴ装置であって
、
　前記第２モードにおいて、所定の期間内に、被検体をスキャンしたときのスキャン条件
が順次に記憶されるスキャン条件記憶手段と、
　前記第１モードにおいて、指定可能なスキャン条件を表示手段に表示させるとともに、
前記スキャン条件記憶手段に記憶されたスキャン条件を、補正データを更新するスキャン
条件の候補として前記表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を含むことを特徴とするＸ線ＣＴ装置。
【請求項２】
　前記制御部は、指定されたスキャン条件に基づいてスキャンし、さらに、
　前記第１モードにおいて、前記指定されたスキャン条件でスキャンした結果に基づいて
、前記指定されたスキャン条件に対応した補正データを作成する補正データ作成手段と、
　スキャン条件毎に前記補正データを記憶するとともに、記憶された前記補正データが前
記補正データ作成手段によって作成された補正データにより更新可能に構成される補正デ
ータ記憶手段と、
　前記第２モードにおいて、前記補正データ記憶手段に記憶された前記補正データに基づ
いて、前記投影データを補正する投影データ補正手段と、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項３】
　前記第１モードにおいて、前記表示手段に表示された前記スキャン条件の候補に対し、
指定手段により指定されたスキャン条件を追加する追加手段を含む、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項４】
　前記第１モードにおいて、前記表示手段に表示された前記スキャン条件の候補から、指
定手段により指定されたスキャン条件を削除する削除手段を含む、
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記第１モードにおいて、前記スキャン条件記憶手段に記憶され
たスキャン条件を、それ以外のスキャン条件と識別して前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項６】
　前記第１モードにおいて、前記スキャン条件の候補に対応した補正データの更新に要す
る時間を推定することにより得られた時間を推定時間として算出する推定時間算出手段を
含み、
　前記表示制御手段は、前記推定時間算出手段によって算出された前記推定時間を前記表
示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記第１モードにおいて、前記スキャン条件の候補をスキャンの
実行履歴に応じて異なる態様で前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記第１モードにおいて、前記スキャン条件の候補を前記補正デ
ータの更新履歴に応じて異なる態様で前記表示手段に表示させる、
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　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載のＸ線ＣＴ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、Ｘ線ＣＴ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置は、Ｘ線を利用して被検体
をスキャンし、収集されたデータをコンピュータにより処理することで、被検体の内部を
画像化する装置である。
【０００３】
　たとえば、Ｘ線ＣＴ装置は、被検体を中心とする円軌道に沿って、当該被検体に対しＸ
線を異なる方向から複数回曝射する。Ｘ線ＣＴ装置は、被検体を透過したＸ線をＸ線検出
器にて検出して複数の検出データを収集する。収集された複数の検出データのそれぞれは
、データ収集部によりＡ／Ｄ変換された後、コンソール装置に送信される。コンソール装
置は、当該検出データに対し前処理等を施し、投影データを作成する。そして、コンソー
ル装置は、作成された投影データに基づく再構成処理を行い、断層画像データ、又は複数
の断層画像データに基づくボリュームデータを作成する。ボリュームデータは、被検体の
３次元領域に対応するＣＴ値の３次元分布を表すデータセットである。
【０００４】
　Ｘ線ＣＴ装置は、上記ボリュームデータを任意の方向にレンダリングすることによりＭ
ＰＲ（Ｍｕｌｔｉ　Ｐｌａｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）表示を行うことがで
きる。以下、ボリュームデータをレンダリングすることによりＭＰＲ表示された断面画像
を「ＭＰＲ画像」という場合がある。ＭＰＲ画像には、たとえば、体軸に対する直交断面
を示すアキシャル像や、体軸に沿って被検体を縦切りした断面を示すサジタル像や、体軸
に沿って被検体を横切りした断面を示すコロナル像等がある。更には、ボリュームデータ
における任意断面の画像（オブリーク像）もＭＰＲ画像に含まれる。作成された複数のＭ
ＰＲ画像は、たとえば、表示部等に同時に表示される。
【０００５】
　Ｘ線ＣＴ装置では、Ｘ線検出器により検出された検出データから作成された投影データ
をそのまま再構成しても、得られたＣＴ値は装置間でバラツキがある。また、Ｘ線検出器
が複数のＸ線検出素子を有する場合、Ｘ線検出素子の形状や構造や材質等の不均一性に起
因して素子間の感度特性のバラツキがある。
【０００６】
　そのため、Ｘ線ＣＴ装置は、ＣＴ値の校正や感度特性のバラツキの補正を行うための補
正データをスキャン条件毎に予め作成しておき、作成された補正データを用いて投影デー
タを補正する。各スキャン条件における補正データの作成は、当該スキャン条件の下で実
際にスキャンを実行することにより得られた検出データに基づいて作成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２０９７４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　Ｘ線ＣＴ装置では、構成部品の経年変化等に起因して、同一被検体の同一部位であって
も、スキャンにより得られる検出データが変化する場合がある。そこで、Ｘ線ＣＴ装置で
は、たとえば、定期的に補正データが更新される。すなわち、定期的に、補正データが再
作成され、作成された補正データが従前の補正データと置き換えられる。
【０００９】
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　しかしながら、Ｘ線ＣＴ装置が設置される医療機関等によってエキスパートプランの内
容が異なるため、実行されるスキャンのスキャン条件が異なる。従って、医療機関等にお
いて使用されるエキスパートプランで指定されたスキャン条件について補正データを更新
しようとすると、ほとんどすべてのスキャン条件について補正データを再作成する必要が
生じ、補正データの作成（実際には、補正データを作成するためのスキャンの実行と補正
データの作成）に数時間（たとえば、１２時間）を要していた。この場合、実際には使用
しないスキャン条件も数多く存在することが多く、補正データの作成に要した時間は無駄
になる。補正データの作成時間は、Ｘ線ＣＴ装置の非稼働時間に相当し、補正データの作
成時間が長くなると、スループットの低下と、Ｘ線ＣＴ装置のメンテナンス費用（装置の
メンテナンスを行うサービスマンに対する費用等）のコスト高とを招くという問題がある
。
【００１０】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、投影データを補正する
ための補正データの作成時間の短縮を可能とするＸ線ＣＴ装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　実施形態のＸ線ＣＴ装置は、第１モード又は第２モードにおいてＸ線発生手段とＸ線検
出手段とを制御する制御手段を有する。Ｘ線ＣＴ装置は、第１モードにおいて、被検体を
Ｘ線でスキャンした結果に基づいて作成された投影データをスキャン条件に対応して補正
するための補正データを作成し、第２モードにおいて、補正データを用いて投影データを
補正する。Ｘ線ＣＴ装置は、スキャン条件記憶手段と、表示制御手段とを含む。スキャン
条件記憶手段には、第２モードにおいて、所定の期間内に、被検体をスキャンしたときの
スキャン条件が順次に記憶される。表示制御手段は、第１モードにおいて、指定可能なス
キャン条件を表示手段に表示させるとともに、スキャン条件記憶手段に記憶されたスキャ
ン条件を、補正データを更新するスキャン条件の候補として表示手段に表示させる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態に係るＸ線ＣＴ装置の全体構成を示す図。
【図２】図１の制御部等と共に、補正処理部及び記憶部の構成の概要を示す機能ブロック
図。
【図３】実施形態に係るＸ線ＣＴ装置によるスキャン条件の記憶処理のフローの一例を示
す図。
【図４】実施形態に係るＸ線ＣＴ装置による補正データの更新処理のフローの一例を示す
図。
【図５】実施形態に係るＸ線ＣＴ装置による補正データの更新処理のフローの一例を示す
図。
【図６】実施形態における補正データ作成画面の一例を示す図。
【図７】第１変形例に係るＸ線ＣＴ装置のスキャン条件記憶部に記憶される内容の一例を
示す説明図。
【図８】第１変形例に係るＸ線ＣＴ装置のスキャン条件記憶部に記憶される内容の他の例
を示す説明図。
【図９】第２変形例に係るＸ線ＣＴ装置のスキャン条件記憶部に記憶される内容の一例を
示す説明図。
【図１０】第３変形例に係るＸ線ＣＴ装置のスキャン条件記憶部に記憶される内容の一例
を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１及び図２に、実施形態に係るＸ線ＣＴ装置の構成を示す。図１は、この実施形態に
係るＸ線ＣＴ装置の全体構成を表す。図２は、図１の制御部等と共に、補正処理部及び記
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憶部の構成の概要を表す機能ブロック図である。図２において、図１と同様の部分には同
一符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１４】
　なお、「画像」と「画像データ」は一対一に対応するので、以下の実施形態においては
、これらを同一視する場合がある。
【００１５】
　この実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１は、たとえば、ユーザにより、動作モードとして、
校正モード又は撮影モードの設定が可能に構成される。校正モードは、ＣＴ値の校正やＸ
線検出器の感度特性のバラツキの補正を行うための補正データを作成するモードである。
撮影モードは、被検体Ｅをスキャンすることにより得られた検出データから投影データを
作成し、作成された投影データを、校正モードにおいて作成された補正データに基づいて
補正するモードである。補正された投影データは、たとえば、ボリュームデータの作成に
用いられる。補正データは、スキャン条件（撮影条件）毎に設けられる。ユーザにとって
最適な画像を得るために、Ｘ線ＣＴ装置１は、補正データ使用可能期間（たとえば、１ヶ
月）毎に、上記の補正データを更新する。そのため、Ｘ線ＣＴ装置１は、撮影モードにお
いて、補正データ使用可能期間内に、被検体をスキャンしたときのスキャン条件を順次に
スキャン条件記憶部４６２に記憶させる。Ｘ線ＣＴ装置１は、補正データの更新の際に設
定される校正モードにおいて、記憶されたスキャン条件を、補正データを更新するスキャ
ン条件の候補として表示部４７に表示させる。
【００１６】
　すなわち、Ｘ線ＣＴ装置１は、記憶されたスキャン条件を、補正データを更新するスキ
ャン条件の候補としてユーザに提示することができる。これにより、提示された候補に対
してユーザが作成指示を行うと、Ｘ線ＣＴ装置は、必要最低限であって、かつ、十分なス
キャン条件に対応した補正データだけを作成することが可能となる。なお、後述するよう
に、補正データを更新するスキャン条件の候補は、ユーザの指定により、追加や削除が可
能である。
【００１７】
＜装置構成＞
　図１に示すように、Ｘ線ＣＴ装置１は、架台装置１０と、寝台装置３０と、コンソール
装置４０とを含んで構成されている。
【００１８】
［架台装置］
　架台装置１０は、被検体Ｅに対してＸ線を曝射し、被検体Ｅを透過した当該Ｘ線の検出
データを収集する装置である。架台装置１０は、Ｘ線発生部１１と、Ｘ線検出部１２と、
回転体（回動体）１３と、高電圧発生部１４と、架台駆動部１５と、Ｘ線絞り部１６と、
絞り駆動部１７と、データ収集部１８とを有する。
【００１９】
　Ｘ線発生部１１は、Ｘ線を発生させるＸ線管球（たとえば、円錐状や角錐状のＸ線ビー
ムを発生する真空管。図示なし）を含んで構成されている。Ｘ線発生部１１は、発生した
Ｘ線を被検体Ｅに対して曝射する。
【００２０】
　Ｘ線検出部１２は、複数のＸ線検出素子（図示なし）を含んで構成されている。Ｘ線検
出部１２は、被検体Ｅを透過したＸ線を検出する。具体的には、Ｘ線検出部１２は、被検
体Ｅを透過したＸ線の強度分布を示すＸ線強度分布データをＸ線検出素子で検出し、その
検出データを電気信号として生成し、生成された電気信号を増幅した後、デジタル信号に
変換して出力する。Ｘ線検出部１２には、たとえば、Ｘ線検出素子が互いに直交する２方
向（スライス方向とチャンネル方向）にそれぞれ複数配置された２次元のＸ線検出器（平
面検出器）が用いられる。複数のＸ線検出素子は、たとえば、スライス方向に沿って３２
０列設けられている。このように複数のＸ線検出素子が多列に設けられたＸ線検出器を用
いることにより、１回転のスキャンでスライス方向に幅を有する３次元の撮影領域を撮影
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することができる（ボリュームスキャン）。なお、スライス方向は被検体Ｅの体軸方向に
相当し、チャンネル方向はＸ線発生部１１の回転方向に相当する。
【００２１】
　回転体１３は、Ｘ線発生部１１とＸ線検出部１２とを被検体Ｅを挟んで対向するように
支持する部材である。回転体１３は、スライス方向に貫通した開口部１３ａを有する。架
台装置１０内において、回転体１３は、所定の回動中心位置を中心とした円軌道で回動す
るように配置されている。この回動中心位置は、被検体Ｅが載置される載置空間内に設け
られる。すなわち、Ｘ線発生部１１及びＸ線検出部１２は、被検体Ｅを中心とする円軌道
（被検体Ｅの周囲の円軌道）に沿って回動可能に設けられている。
【００２２】
　高電圧発生部１４は、Ｘ線発生部１１に対して高電圧を印加する（以下、「電圧」とは
、Ｘ線管球におけるアノード－カソード間の電圧を意味する）。Ｘ線発生部１１は、当該
高電圧に基づいてＸ線を発生させる。高電圧発生部１４は、スキャン制御部４４の制御に
基づき、印加する高電圧の値を変更することができる。印加する高電圧の変更に伴い、Ｘ
線発生部１１が被検体Ｅに対して曝射するＸ線量（Ｘ線の曝射量）も変更される。
【００２３】
　架台駆動部１５は、回転体１３を回動駆動させる。Ｘ線絞り部１６は、スリット（開口
）を形成し、このスリットのサイズ及び形状を変えることで、Ｘ線発生部１１から出力さ
れたＸ線のファン角（チャンネル方向の広がり角）とＸ線のコーン角（スライス方向の広
がり角）とを調整する。絞り駆動部１７は、Ｘ線絞り部１６を駆動して、スリットのサイ
ズ及び形状を変更する。
【００２４】
　データ収集部１８（ＤＡＳ：Ｄａｔａ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）は、
Ｘ線検出部１２（各Ｘ線検出素子）からの検出データを収集する。そして、データ収集部
１８は、収集された検出データをコンソール装置４０に送信する。
【００２５】
［寝台装置］
　寝台装置３０は、撮影対象の被検体Ｅを載置・移動させる装置である。寝台装置３０は
、寝台３１と、寝台駆動部３２とを備えている。寝台３１は、被検体Ｅを載置するための
寝台天板３３と、寝台天板３３を支持する基台３４とを備えている。寝台天板３３は、寝
台駆動部３２によって被検体Ｅの体軸方向及び体軸方向に直交する方向に移動することが
可能となっている。これにより、寝台駆動部３２は、被検体Ｅが載置された寝台天板３３
を、回転体１３の開口部１３ａに対して挿抜させることができる。基台３４は、寝台駆動
部３２によって寝台天板３３を上下方向（被検体Ｅの体軸方向と直交する方向）に移動さ
せることが可能になっている。
【００２６】
［コンソール装置］
　コンソール装置４０は、動作モードの指定等のＸ線ＣＴ装置１に対する操作入力に用い
られる。また、コンソール装置４０は、架台装置１０によって収集された検出データから
被検体Ｅの内部形態を表すＣＴ画像データ（断層画像データやボリュームデータ）を再構
成する機能等を有している。コンソール装置４０は、処理部４１と、スキャン制御部４４
と、表示制御部４５と、記憶部４６と、表示部４７と、操作部４８と、制御部４９とを含
んで構成されている。
【００２７】
　処理部４１は、架台装置１０（データ収集部１８）から送信された検出データに対して
各種処理を実行する。処理部４１は、前処理部４１ａと、補正処理部４１ｂと、再構成処
理部４１ｃと、レンダリング処理部４１ｄとを含んで構成されている。
【００２８】
　前処理部４１ａは、撮影モードにおいて、架台装置１０（Ｘ線検出部１２）で検出され
た検出データに対して対数変換処理、オフセット補正等の前処理を行い、投影データを作
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成する。
【００２９】
　補正処理部４１ｂは、撮影モードにおいて、当該スキャンのスキャン条件に対応した補
正データを用いて、前処理部４１ａにて作成された投影データを補正する。補正データは
、水補正データ（第１補正データ）と、エア補正データ（第２補正データ）とを含む。水
補正データは、ＣＴ値を校正するための補正データである。エア補正データは、感度特性
のバラツキを補正するための補正データ（感度補正を行うための補正データ）である。
【００３０】
　以下、この実施形態に係る補正データが、水補正データやエア補正データである場合を
説明するが、この実施形態に係る補正データは、これらに限定されるものではない。この
実施形態に係る補正データは、ＣＴ値の校正や感度補正以外を目的とする補正データを含
んでもよい。
【００３１】
　補正処理部４１ｂは、校正モードにおいて、上記の補正データを作成する。補正処理部
４１ｂは、制御部４９からの指示を受けて、校正モードにおいて、補正データの作成処理
を行う。また、補正処理部４１ｂは、制御部４９からの指示を受けて、撮影モードにおい
て、作成された補正データを用いた投影データの補正処理を行う。制御部４９は、校正モ
ードにおいて、補正処理部４１ｂに対し、ユーザにより指定されたスキャン条件について
補正データの作成処理を指示する。また、制御部４９は、撮影モードにおいて、補正処理
部４１ｂに対し、スキャンした結果に基づいて作成された投影データの補正処理を指示す
る。
【００３２】
　補正処理部４１ｂは、補正データ作成部４１１ｂと、投影データ補正部４１２ｂと、推
定時間算出部４１３ｂとを含んで構成される。
【００３３】
　補正データ作成部４１１ｂは、校正モードにおいて、指定されたスキャン条件でスキャ
ンした結果に基づいて、当該スキャン条件に対応した補正データを作成する。その具体例
として、補正データ作成部４１１ｂは、指定されたスキャン条件で、水だけを詰めたファ
ントム（水ファントム）をスキャンすることにより得られた検出データから水補正データ
を作成する。水補正データは、スキャン条件毎に作成される。また、補正データ作成部４
１１ｂは、指定されたスキャン条件で、スキャン対象が何もない状態（空気だけの状態）
でスキャンすることにより得られた検出データからエア補正データを作成する。エア補正
データは、スキャン条件毎に作成される。補正データ作成部４１１ｂにより作成された補
正データ（水補正データ及びエア補正データ）は、記憶部４６の補正データ記憶部４６１
に記憶される。補正データ記憶部４６１は、スキャン条件に関連付けて、対応する補正デ
ータを記憶する。補正データ記憶部４６１に記憶された補正データは、補正データ作成部
４１１ｂにより作成された補正データによる更新が可能となっている。
【００３４】
　投影データ補正部４１２ｂは、撮影モードにおいて、補正データ記憶部４６１に記憶さ
れた補正データを用いて前処理部４１ａにて作成された投影データを補正する。その具体
例として、投影データ補正部４１２ｂは、前処理部４１ａにて作成された投影データを、
補正データ記憶部４６１に記憶され当該投影データに対応したスキャン条件のエア補正デ
ータを用いて補正することにより感度補正を行い、エア補正投影データを作成する。その
後、投影データ補正部４１２ｂは、補正データ記憶部４６１に記憶されエア補正投影デー
タに対応したスキャン条件の水補正データを用いて補正することによりＣＴ値の校正を行
い、補正投影データを作成する。たとえば、補正投影データは、エア補正投影データから
水補正データを減算することにより作成される。
【００３５】
　推定時間算出部４１３ｂは、校正モードにおいて、補正データを更新するスキャン条件
の候補に対応した補正データの作成に要する時間を推定することにより得られた時間を推
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定時間として算出する。推定時間算出部４１３ｂは、指定された各スキャン条件でのスキ
ャン実行時間と、各スキャン条件での補正データの作成処理時間と、連続してスキャンを
実行する場合に必要となる待機時間とに基づいて、指定された全スキャン条件に対応した
補正データの作成に要する時間を推定する。推定時間算出部４１３ｂは、推定された時間
を推定時間として算出する。スキャン実行時間は、管電圧がスキャン条件により指定され
た電圧になるまでの時間等のスキャンを実行するための準備時間や、実際にＸ線を曝射し
てスキャンを行う実行時間等を含む。補正データの作成処理時間は、指定された補正デー
タの作成処理に要する処理時間を含む。待機時間は、たとえば、次のスキャンのために必
要なＸ線管球の温度の冷却時間等を含む。上記の準備時間、実行時間、処理時間、及び冷
却時間は、予め決められた時間でもよいし、過去の使用時に測定された時間でもよい。推
定時間算出部４１３ｂによって算出された推定時間は、表示制御部４５によって表示部４
７に表示される。
【００３６】
　再構成処理部４１ｃは、撮影モードにおいて、補正処理部４１ｂにより作成された補正
投影データに対し、再構成処理を行い、ＣＴ画像データ（断層画像データやボリュームデ
ータ）を作成する。断層画像データの再構成には、たとえば、２次元フーリエ変換法、コ
ンボリューション・バックプロジェクション法等、任意の方法を採用することができる。
ボリュームデータは、再構成された複数の断層画像データを補間処理することにより作成
される。ボリュームデータの再構成には、たとえば、コーンビーム再構成法、マルチスラ
イス再構成法、拡大再構成法等、任意の方法を採用することができる。
【００３７】
　レンダリング処理部４１ｄは、撮影モードにおいて、再構成処理部４１ｃで作成された
ボリュームデータに対するレンダリング処理を行う。たとえば、レンダリング処理部４１
ｄは、再構成処理部４１ｃで作成されたボリュームデータを任意の方向にレンダリングす
ることによりＭＰＲ表示する（すなわち、レンダリング処理部４１ｄは、ＭＰＲ画像を作
成する）。
【００３８】
　スキャン制御部４４は、Ｘ線スキャンに関する各種動作を制御する。たとえば、スキャ
ン制御部４４は、Ｘ線発生部１１に対して高電圧を印加させるよう高電圧発生部１４を制
御する。スキャン制御部４４は、回転体１３を回動駆動（回転駆動）させるよう架台駆動
部１５を制御する。スキャン制御部４４は、Ｘ線絞り部１６を動作させるよう絞り駆動部
１７を制御する。スキャン制御部４４は、寝台３１を移動させるよう寝台駆動部３２を制
御する。
【００３９】
　表示制御部４５は、画像表示に関する各種制御を行う。たとえば、表示制御部４５は、
撮影モードにおいて、レンダリング処理部４１ｄにより作成されたＭＰＲ画像（アキシャ
ル像、サジタル像、コロナル像、オブリーク像）等を表示部４７に表示させる制御を行う
。また、表示制御部４５は、校正モードにおいて、スキャン条件記憶部４６２に記憶され
たスキャン条件を、補正データを更新するスキャン条件の候補として表示部４７に表示さ
せる。この際、表示制御部４５は、スキャン条件記憶部４６２に記憶されたスキャン条件
が表された補正データ作成画面を表示部４７に表示させる。また、表示制御部４５は、校
正モードにおいて、推定時間算出部４１３ｂによって算出された推定時間を表示部４７に
表示させる。
【００４０】
　記憶部４６は、検出データ、投影データ、補正データ（水補正データ、エア補正データ
）、補正投影データ、或いは再構成処理後のＣＴ画像データ等を記憶する。記憶部４６は
、補正データ記憶部４６１と、スキャン条件記憶部４６２とを含んで構成される。補正デ
ータ記憶部４６１は、制御部４９からの指示に基づいて、校正モードにおいて、補正デー
タ作成部４１１ｂによって作成された補正データを記憶する。スキャン条件記憶部４６２
は、制御部４９からの指示に基づいて、撮影モードにおいて、補正データ使用可能期間内
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に、被検体をスキャンしたときのスキャン条件を順次に記憶する。補正データの更新が行
われる毎に、スキャン条件記憶部４６２は、初期化される。すなわち、スキャン条件記憶
部４６２は、補正データ使用可能期間毎に、初期化される。スキャン条件記憶部４６２の
初期化は、スキャン条件記憶部４６２に記憶されるデータを予め決められた初期値に書き
換えたり、スキャン条件記憶部４６２に記憶されるデータを無効化したりすることにより
実現される。このような記憶部４６は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の記憶装置によって構成される
。
【００４１】
　表示部４７は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）やＣＲＴ（
Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイ等の任意の表示デバイスによって構成
される。たとえば、表示部４７には、ボリュームデータをレンダリング処理して得られる
ＭＰＲ画像や後述する補正データ作成画面が表示される。
【００４２】
　操作部４８は、コンソール装置４０に対する各種操作を行う入力デバイスとして用いら
れる。操作部４８は、たとえばキーボード、マウス、トラックボール、ジョイスティック
等により構成される。また、操作部４８として、表示部４７に表示されたＧＵＩ（Ｇｒａ
ｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を用いることも可能である。
【００４３】
　制御部４９は、架台装置１０、寝台装置３０およびコンソール装置４０の動作を制御す
ることによって、Ｘ線ＣＴ装置１の全体制御を行う。たとえば、制御部４９は、スキャン
制御部４４を制御することで、架台装置１０に対して、たとえば予備スキャン及びメイン
スキャンを実行させ、検出データを収集させる。また、制御部４９は、動作モードに応じ
て処理部４１を制御することで、検出データに対する各種処理（前処理、補正データの作
成処理、投影データの補正処理、再構成処理、ＭＰＲ処理等）を行わせる。或いは、制御
部４９は、表示制御部４５を制御することで、記憶部４６に記憶された画像データ等に基
づき、ＣＴ画像等を表示部４７に表示させる。
【００４４】
　また、制御部４９は、校正モードにおいて、表示部４７に表示された、補正データを更
新するスキャン条件の候補に対し、操作部４８を介して指定されたスキャン条件を追加す
る追加手段として機能する。更に、制御部４９は、表示部４７に表示された、補正データ
を更新するスキャン条件の候補から、操作部４８を介して指定されたスキャン条件を削除
する削除手段として機能する。制御部４９は、上記の「追加手段」及び「削除手段」の少
なくとも一方の機能を実現する「編集手段」として機能するようにしてもよい。
【００４５】
　また、操作部４８を介したユーザの指示に基づき、制御部４９は、校正モードにおいて
、Ｘ線ＣＴ装置１を構成する各部に対して、スキャン条件記憶部４６２に記憶されたスキ
ャン条件の補正データの作成処理を行うための制御を行う。
【００４６】
　この実施形態において、Ｘ線発生部１１は、「Ｘ線発生手段」の一例であり、Ｘ線検出
部１２は、「Ｘ線検出手段」の一例であり、制御部４９及びスキャン制御部４４は、「制
御手段」の一例である。また、スキャン条件記憶部４６２は、「スキャン条件記憶手段」
の一例であり、表示制御部４５は、「表示制御手段」の一例であり、表示部４７は、「表
示手段」の一例であり、補正データ使用可能期間は、「所定の期間」の一例である。また
、校正モードは、「第１モード」の一例であり、撮影モードは、「第２モード」の一例で
ある。また、補正データ作成部４１１ｂは、「補正データ作成手段」の一例であり、補正
データ記憶部４６１は、「補正データ記憶手段」の一例であり、投影データ補正部４１２
ｂは、「投影データ補正手段」の一例である。また、制御部４９は、「追加手段」、「削
除手段」、又は「編集手段」としての機能を実現する。操作部４８は、「指定手段」の一
例であり、推定時間算出部４１３ｂは、「推定時間算出手段」の一例である。
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【００４７】
＜動作＞
　次に、この実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１の動作について説明する。Ｘ線ＣＴ装置１は
、撮影モードにおける次のようなスキャン条件の記憶処理により、被検体をスキャンした
ときのスキャン条件を記憶する。そして、Ｘ線ＣＴ装置１は、校正モードにおける次のよ
うな補正データの更新処理により、記憶されたスキャン条件を、補正データを更新するス
キャン条件の候補としてユーザに提示し、提示されたスキャン条件の候補に対して追加や
削除が行われたスキャン条件に対応した補正データだけを更新する。Ｘ線ＣＴ装置１は、
撮影モードにおいて、更新された補正データを用いて、被検体Ｅをスキャンした結果に基
づいて生成された投影データを補正することにより、被検体Ｅの最適な画像の取得を可能
にする。
【００４８】
［スキャン条件の記憶処理］
　図３に、この実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１によるスキャン条件の記憶処理のフローの
一例を示す。図３に示す処理に先立って、操作部４８を介して、ユーザにより、Ｘ線ＣＴ
装置１の動作モードが撮影モードに設定される。
【００４９】
（Ｓ０１）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、ユーザからエキスパートプランの指定を受け付ける。その具体例と
して、制御部４９は、操作部４８を介したユーザによるエキスパートプランの指定の有無
を監視する。操作部４８を介してユーザによりエキスパートプランが指定されたと判断さ
れたとき、Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ０２に移行する。
【００５０】
（Ｓ０２）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ０１にて指定されたエキスパートプランの１つのスキャン条件を
スキャン制御部４４に設定する。すなわち、制御部４９は、Ｓ０１にて指定されたエキス
パートプランのスキャン条件をスキャン制御部４４に設定する。
【００５１】
（Ｓ０３）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、ユーザからのスキャンの開始指示があるまで待機する（Ｓ０３：Ｎ
）。その具体例として、制御部４９は、操作部４８を介したユーザからのスキャンの開始
指示の有無を監視する。操作部４８を介してユーザによりスキャンの開始指示があったと
判断されたとき（Ｓ０３：Ｙ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ０４に移行する。
【００５２】
（Ｓ０４）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、スキャンを開始する。具体的には、スキャン制御部４４は、Ｓ０２
で設定されたスキャン条件でスキャン制御を開始する。スキャンが開始されると、Ｘ線Ｃ
Ｔ装置１は、被検体Ｅに対してＸ線スキャンを行い、複数の断層画像データを作成する。
すなわち、Ｘ線発生部１１は、被検体Ｅに対してＸ線を曝射する。Ｘ線検出部１２は、被
検体Ｅを透過したＸ線を検出する。Ｘ線検出部１２で検出されたＸ線に基づく検出データ
は、データ収集部１８で収集され、処理部４１（前処理部４１ａ）に送られる。
【００５３】
（Ｓ０５）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、投影データを作成する。その具体例として、処理部４１（前処理部
４１ａ）は、Ｓ０４にて取得された検出データに対して、対数変換処理等の前処理を行い
、投影データを作成する。
【００５４】
（Ｓ０６）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、投影データを補正する。その具体例として、補正処理部４１ｂは、
補正データ記憶部４６１に記憶された補正データの中から当該スキャン条件に対応して記
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憶された補正データを読み出し、読み出された補正データを用いて、Ｓ０５にて作成され
た投影データを補正する。
【００５５】
（Ｓ０７）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ０６にて補正された投影データ（補正投影データ）を記憶部４６
に記憶させる。
【００５６】
（Ｓ０８）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、過去のスキャン条件の履歴を取得するために、当該スキャン条件を
記憶する。その具体例として、制御部４９は、Ｓ０６における投影データの補正処理に用
いられた補正データのスキャン条件を、スキャン条件記憶部４６２に記憶させる。スキャ
ン条件記憶部４６２には、補正データ使用可能期間内に実行されたスキャンのスキャン条
件が順次に記憶される。
【００５７】
（Ｓ０９）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ０６にて補正された投影データに基づいてボリュームデータを作
成する。その具体例として、再構成処理部４１ｃは、Ｓ０６にて補正された投影データに
対する再構成処理を行い、ボリュームデータを作成する。
【００５８】
（Ｓ１０）
　動作を終了するとき（Ｓ１０：Ｙ）、Ｘ線ＣＴ装置１は、一連の動作を終了する（エン
ド）。一方、動作を終了しないとき（Ｓ１０：Ｎ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ０１に
移行する。
【００５９】
　Ｓ０９にてボリュームデータが作成されると、レンダリング処理部４１ｄは、作成され
たボリュームデータに対してレンダリング処理を施し、たとえば、ＭＰＲ画像を作成する
ことができる。
【００６０】
　この実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１は、以上のようにスキャン条件記憶部４６２に記憶
されたスキャン条件を用いて、投影データを補正するための補正データの更新処理を行う
。
【００６１】
［補正データの更新処理］
　図４及び図５に、この実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１による補正データの更新処理のフ
ローの一例を示す。図４及び図５に示す処理に先立って、操作部４８を介して、ユーザに
より、Ｘ線ＣＴ装置１の動作モードが校正モードに設定される。
【００６２】
（Ｓ１１）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、ユーザからの補正データ作成画面の表示指示を受け付ける。その具
体例として、制御部４９は、操作部４８を介した補正データ作成画面の表示指示の有無を
監視する。操作部４８を介してユーザにより補正データ作成画面の表示指示があったと判
断されたとき、Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ１２に移行する。
【００６３】
（Ｓ１２）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、ユーザに対し、過去のスキャン条件を参照するか否かを問い合わせ
る画面を表示し、ユーザから過去のスキャン条件を参照するか否かの指示を待つ。すなわ
ち、制御部４９は、表示制御部４５を制御して、過去のスキャン条件を参照するか否かを
問い合わせる画面を表示部４７に表示させる。制御部４９は、操作部４８を介して参照す
るか否かの指示を監視する。操作部４８を介してユーザにより過去のスキャン条件を参照
する旨の指示があったと判断されたとき（Ｓ１２：Ｙ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ１
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３に移行する。一方、操作部４８を介してユーザにより過去のスキャン条件を参照しない
旨の指示があったと判断されたとき（Ｓ１２：Ｎ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ２７に
移行する。
【００６４】
（Ｓ１３）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ０８にてスキャン条件記憶部４６２に記憶されたスキャン条件を
読み出す。すなわち、制御部４９は、記憶部４６のスキャン条件記憶部４６２に記憶され
たスキャン条件を読み出す。
【００６５】
（Ｓ１４）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ１３にて読み出されたスキャン条件を表示する。このとき、Ｘ線
ＣＴ装置１は、補正データ作成画面の中で、Ｓ１３にて読み出されたスキャン条件を表示
する。補正データ作成画面は、更新対象の補正データのスキャン条件を指定するための画
面であり、操作部４８を介してユーザによって指定されたスキャン条件の追加や削除、補
正データの更新開始（作成開始、収集開始）の指示が可能になっている。
【００６６】
　図６に、この実施形態における補正データ作成画面の一例を示す。図６は、表示部４７
に表示される補正データ作成画面のイメージを模式的に表す。
【００６７】
　補正データ作成画面Ｇ１には、収集モード設定ボックスＢ１と、スキャン条件表示選択
領域ＡＲ１と、管電圧表示選択プルダウンボタンＢ２と、スキャン条件設定領域ＡＲ２と
、管電圧設定ボタンＢ３と、収集開始ボタンＢ４とが表示される。
【００６８】
　収集モード設定ボックスＢ１は、ＮＲＡ収集モード及びエア収集モードの少なくとも１
つを、操作部４８からの指示により選択するためのチェックボックスである。ＮＲＡ収集
モードは、水ファントムをスキャンして水補正データを作成するためのモードである。エ
ア収集モードは、エアだけの状態でスキャンしてエア補正データを作成するためのモード
である。すなわち、校正モードには、ＮＲＡ収集モードと、エア収集モードがある。
【００６９】
　スキャン条件表示選択領域ＡＲ１は、スキャンモードと、スキャン条件（図６では、撮
影スライス厚×Ｘ線検出素子の有効列数）とを選択するための領域である。スキャンモー
ドは、プルダウンメニューにより、ヘリカルスキャンモード及びボリュームスキャンモー
ドのいずれかが、操作部４８を介したユーザからの指示により選択される。また、スキャ
ン条件表示選択領域ＡＲ１において、予め用意された複数のスキャン条件の１つが操作部
４８を介したユーザからの指示により選択されたとき、選択されたスキャン条件を含む複
数のスキャン条件がスキャン条件設定領域ＡＲ２に表示される。
【００７０】
　管電圧表示選択プルダウンボタンＢ２は、管電圧を選択するためのボタンである。操作
部４８を介したユーザからの指示により選択された管電圧に対応したスキャン条件が、ス
キャン条件設定領域ＡＲ２に表示される。
【００７１】
　スキャン条件設定領域ＡＲ２は、スキャン条件を設定するための領域である。スキャン
条件設定領域ＡＲ２には、２次元に配列された複数の選択ボタンが表示される。複数の選
択ボタンは、水ファントムのサイズ及びスキャン条件のそれぞれが異なる複数のスキャン
条件のいずれかに対応する。図６では、複数の選択ボタンは、水ファントムのサイズ（Ｌ
Ｌサイズ～ＳＳサイズのいずれか）に対応して横方向に並んで表示され、かつ、スキャン
条件（撮影スライス厚×有効列数）に対応して縦方向に並んで表示される。各選択ボタン
は、操作部４８を介してユーザにより選択される毎に、選択状態と非選択状態とが交互に
切り替わり、選択状態の選択ボタンは、非選択状態の選択ボタンと異なる態様で表示され
る。図６では、選択状態の選択ボタンは黒く塗りつぶされた矩形で表されており、非選択
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状態の選択ボタンは塗りつぶされていない矩形で表されている。
【００７２】
　また、スキャン条件設定領域ＡＲ２には、「ＡＬＬ」ボタンが表示される。操作部４８
を介したユーザからの指示により「ＡＬＬ」ボタンが指定されると、全収集モードにおい
て全スキャン条件が選択された状態に設定される。
【００７３】
　管電圧設定ボタンＢ３は、補正データの作成のために実行されるスキャン時の管電圧を
設定するためのボタンである。管電圧設定ボタンＢ３は、操作部４８を介したユーザから
の指示により、予め決められた複数種類の管電圧の中からいずれか１つの管電圧の設定が
可能となっている。図６では、たとえば、スキャン時の管電圧として、８０ｋＶ、１００
ｋＶ、１２０ｋＶ、１３５ｋＶのうち少なくとも１つの選択が可能になっているものとす
る。
【００７４】
　収集開始ボタンＢ４は、スキャン条件設定領域ＡＲ２において設定されたスキャン条件
に対応した補正データを作成するためのスキャンの開始を指示するためのボタンである。
操作部４８を介した指示により収集開始ボタンＢ４が指定されると、補正データの作成が
開始される。
【００７５】
　この実施形態では、図６に示すような補正データ作成画面Ｇ１のスキャン条件設定領域
ＡＲ２に、Ｓ１３にて読み出されたスキャン条件が、それ以外のスキャン条件と異なる態
様で表示される。図６では、Ｓ１３にて読み出されたスキャン条件に対応した選択ボタン
が選択状態に設定された補正データ作成画面Ｇ１が表示される。すなわち、表示制御部４
５は、スキャン条件記憶部４６２に記憶されたスキャン条件を、それ以外のスキャン条件
と識別して表示部４７に表示させる。これにより、提示されたスキャン条件の候補に対し
てユーザが作成指示を行うと、Ｘ線ＣＴ装置１は、必要最低限であって、かつ、十分なス
キャン条件に対応した補正データだけを作成することが可能となる。
【００７６】
　このように、制御部４９は、撮影モードにおいて、補正データ使用可能期間内に、被検
体Ｅをスキャンしたときのスキャン条件を順次にスキャン条件記憶部４６２に記憶させる
。スキャン条件記憶部４６２には、補正データ使用可能期間内でスキャンが実行されたと
きのスキャン条件が蓄積される。そして、制御部４９は、校正モードにおいて、表示制御
部４５を制御して、指定可能なスキャン条件を表示部４７に表示させるとともに、スキャ
ン条件記憶部４６２に記憶されたスキャン条件を、補正データを更新するスキャン条件の
候補として表示部４７に表示させる。
【００７７】
（Ｓ１５）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ１４にて表示されたスキャン条件に対し、ユーザが更新を希望す
る新たな補正データに対応するスキャン条件や収集モード（図６参照）の追加を受け付け
る。その具体例として、制御部４９は、操作部４８を介したスキャン条件等の追加指示の
有無を監視する。収集モードは、この実施形態におけるスキャン条件に付帯させてスキャ
ン条件記憶部４６２に記憶させることが可能である。従って、Ｓ１５にて受け付けられた
収集モードは、スキャン条件と同様に必要に応じて参照可能に構成される。以下、この実
施形態における収集モードが、スキャン条件に含まれるものとし、スキャン条件や収集モ
ードを「スキャン条件等」と表記する場合がある。操作部４８を介してユーザにより、新
たなスキャン条件等の追加指示があったと判断されたとき（Ｓ１５：Ｙ）、Ｘ線ＣＴ装置
１の動作は、Ｓ１６に移行する。一方、タイムアウト等により、ユーザにより新たなスキ
ャン条件等の追加指示がなかったと判断されたとき（Ｓ１５：Ｎ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動
作は、Ｓ１７に移行する。
【００７８】
（Ｓ１６）
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　Ｘ線ＣＴ装置１は、ユーザにより指定されたスキャン条件を、補正データを更新するス
キャン条件の候補に追加するとともに、ユーザにより新たに指定された収集モードを選択
状態にする。その具体例として、制御部４９は、指定されたスキャン条件等を、スキャン
条件記憶部４６２に新たに記憶させるとともに、指定されたスキャン条件の選択ボタンの
表示を選択状態に切り替える。
【００７９】
（Ｓ１７）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ１４又はＳ１６にて表示されたスキャン条件から、ユーザが更新
を希望しない補正データに対応するスキャン条件の削除を受け付ける。その具体例として
、制御部４９は、操作部４８を介したスキャン条件の削除指示の有無を監視する。操作部
４８を介してユーザにより、スキャン条件の削除指示があったと判断されたとき（Ｓ１７
：Ｙ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ１８に移行する。一方、タイムアウト等により、ユ
ーザによりスキャン条件の削除指示がなかったと判断されたとき（Ｓ１７：Ｎ）、Ｘ線Ｃ
Ｔ装置１の動作は、Ｓ１９に移行する。
【００８０】
（Ｓ１８）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、ユーザにより指定されたスキャン条件を、補正データを更新するス
キャン条件の候補から削除するとともに、ユーザにより指定された収集モードを非選択状
態にする。その具体例として、制御部４９は、スキャン条件記憶部４６２に記憶されたス
キャン条件から、指定されたスキャン条件を消去、又は無効化するとともに、指定された
スキャン条件の選択ボタンの表示を非選択状態に切り替える。なお、Ｓ１７及びＳ１８の
動作をＳ１５の直前で行うようにすることも可能である。
【００８１】
（Ｓ１９）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、上記の一連の動作で設定されたスキャン条件の候補に対応する補正
データの作成に要する時間を推定することにより得られた時間を推定時間として算出する
。その具体例として、推定時間算出部４１３ｂは、上記のように推定時間を算出する。
【００８２】
（Ｓ２０）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ１９にて算出された推定時間を表示部４７に表示させる。その具
体例として、表示制御部４５は、推定時間算出部４１３ｂによって算出された推定時間を
表示部４７に表示させる。
【００８３】
（Ｓ２１）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、補正データを更新するスキャン条件の候補等の設定の終了指示を受
け付ける。その具体例として、制御部４９は、操作部４８を介したスキャン条件の候補等
の設定の終了指示の有無を監視する。操作部４８を介してユーザにより、スキャン条件の
候補等の設定の終了指示があったと判断されたとき（Ｓ２１：Ｙ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動
作は、Ｓ２２に移行する。一方、タイムアウト等により、ユーザによりスキャン条件の候
補等の設定の終了指示がなかったと判断されたとき（Ｓ２１：Ｎ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動
作は、Ｓ１５に移行する。
【００８４】
（Ｓ２２）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ１４～Ｓ２１において指定されたスキャン条件等の１つについて
、スキャン条件及び収集モードを設定する。すなわち、制御部４９は、スキャン条件記憶
部４６２に記憶されたスキャン条件の１つをスキャン制御部４４に設定する。
【００８５】
（Ｓ２３）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ２２にて設定されたスキャン条件等の下でスキャンを開始する。
スキャンが開始されると、Ｘ線ＣＴ装置１は、収集モードに応じて、水ファントム又はエ
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アだけの状態でＸ線スキャンを行う。すなわち、Ｘ線発生部１１は、被検体Ｅに対してＸ
線を曝射する。Ｘ線検出部１２は、Ｘ線発生部１１によって曝射されたＸ線を検出する。
Ｘ線検出部１２で検出されたＸ線に基づく検出データは、データ収集部１８で収集され、
処理部４１（前処理部４１ａ）に送られる。
【００８６】
（Ｓ２４）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ２３にて得られた検出データに基づいて補正データを作成する。
その具体例として、前処理部４１ａは、取得された検出データに対して、対数変換処理等
の前処理を行い、補正用の投影データを作成する。補正データ作成部４１１ｂは、設定さ
れた収集モードに応じて、作成された補正用の投影データから水補正データ又はエア補正
データを作成する。
【００８７】
（Ｓ２５）
　Ｘ線ＣＴ装置１は、Ｓ２４にて作成された補正データを補正データ記憶部４６１に記憶
させる。その具体例として、制御部４９は、Ｓ２４にて作成された補正データを、Ｓ２２
にて設定されたスキャン条件に関連付けて補正データ記憶部４６１に記憶させる。
【００８８】
（Ｓ２６）
　次のスキャン条件があるとき（Ｓ２６：Ｙ）、Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ２２に移行
する。一方、次のスキャン条件がないとき（Ｓ２６：Ｎ）、Ｘ線ＣＴ装置１は、一連の動
作を終了する（エンド）。
【００８９】
（Ｓ２７）
　操作部４８を介してユーザにより過去のスキャン条件を参照しない旨の指示があったと
判断されたとき（Ｓ１２：Ｎ）、Ｘ線ＣＴ装置１は、ユーザによるスキャン条件等の指定
を受け付ける。その具体例として、制御部４９は、たとえば、すべての選択ボタンが非選
択状態に設定された補正データ作成画面（図６参照）を表示部４７に表示させ、操作部４
８を介してユーザにより指定されたスキャン条件等を記憶部４６に記憶させる。ここで、
スキャン条件等は、スキャン条件記憶部４６２とは別の記憶領域に記憶される。その後、
Ｘ線ＣＴ装置１の動作は、Ｓ２２に移行する。
【００９０】
　処理部４１、スキャン制御部４４、表示制御部４５、及び制御部４９は、たとえば、Ｃ
ＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、又はＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）等の図示しない処理装置と、ＲＯＭ
、ＲＡＭ、又はＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）等の図示しない記憶装置とに
よって構成されていてもよい。記憶装置には、処理部４１の機能を実行するための処理プ
ログラムが記憶されている。また、記憶装置には、スキャン制御部４４の機能を実行する
ためのスキャン制御プログラムが記憶されている。また、記憶装置には、表示制御部４５
の機能を実行するための表示制御プログラムが記憶されている。また、記憶装置には、制
御部４９の機能を実行するための制御プログラムが記憶されている。ＣＰＵ等の処理装置
が、記憶装置に記憶されている各プログラムを実行することで各部の機能が実行される。
【００９１】
＜作用・効果＞
　この実施形態の作用及び効果について説明する。
【００９２】
　この実施形態のＸ線ＣＴ装置１は、校正モード又は撮影モードにおいてＸ線発生部１１
とＸ線検出部１２とを制御するスキャン制御部４４及び制御部４９を有する。Ｘ線ＣＴ装
置１は、校正モードにおいて、被検体ＥをＸ線でスキャンした結果に基づいて作成された
投影データをスキャン条件に対応して補正するための補正データを作成する。Ｘ線ＣＴ装
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置１は、撮影モードにおいて、補正データを用いて投影データを補正する。Ｘ線ＣＴ装置
１は、スキャン条件記憶部４６２と、表示制御部４５とを含む。スキャン条件記憶部４６
２には、撮影モードにおいて、補正データ使用可能期間内に、被検体Ｅをスキャンしたと
きのスキャン条件が順次に記憶される。表示制御部４５は、校正モードにおいて、指定可
能なスキャン条件を表示部４７に表示させるとともに、スキャン条件記憶部４６２に記憶
されたスキャン条件を、補正データを更新するスキャン条件の候補として表示部４７に表
示させる。
【００９３】
　このように、Ｘ線ＣＴ装置１は、過去の補正データ使用可能期間内に実行されたスキャ
ンのスキャン条件を、補正データを更新するスキャン条件の候補としてユーザに提示する
ことができる。この場合、ユーザは、提示されたスキャン条件の候補に対し、必要に応じ
て追加や削除を行うことができる。これにより、Ｘ線ＣＴ装置１は、必要最低限であって
、かつ、十分なスキャン条件に対応した補正データだけを作成することが可能となる。従
って、投影データを補正するための補正データの作成時間を短縮し、スループットの向上
とＸ線ＣＴ装置１のメンテナンス費用の低コスト化とを図ることができる。
【００９４】
（変形例）
　実施形態は、上記のＸ線ＣＴ装置１の構成や動作に限定されるものではない。
【００９５】
（第１変形例）
　実施形態では、補正データ使用可能期間内に実行されたスキャンのスキャン条件を、補
正データを更新するスキャン条件の候補として表示部４７に識別可能に表示させた場合に
ついて説明した。実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１は、補正データを更新するスキャン条件
の候補を、スキャンの実行履歴に応じて異なる態様で表示部４７に表示させるようにして
もよい。
【００９６】
　第１変形例に係るＸ線ＣＴ装置の構成は、実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１の構成と同様
であり、以下、第１変形例に係るＸ線ＣＴ装置の動作について、実施形態との相違点を中
心に説明する。
【００９７】
　第１変形例に係るＸ線ＣＴ装置は、撮影モードにおいて、被検体Ｅをスキャンする毎に
、実施形態と同様にスキャン条件をスキャン条件記憶部４６２に記憶させる。更に、第１
変形例に係るＸ線ＣＴ装置は、撮影モードにおいて、補正データ使用可能期間内でスキャ
ンが実行された日時を、当該スキャンのスキャン条件に付帯させてスキャン条件記憶部４
６２に記憶させる。すなわち、図７に示すように、Ｘ線ＣＴ装置は、直近のスキャン実行
日時を記憶することができる。これにより、制御部は、表示制御部を制御して、補正デー
タ使用可能期間内であって、現時点から過去にさかのぼって閾値期間以上の第１期間にス
キャンが実行されなかったスキャン条件と、第１期間にスキャンが実行されたスキャン条
件とを識別可能に表示部４７に表示させることができる。この場合、直近の使用頻度が更
に少ないと予想されるスキャン条件を、補正データを更新するスキャン条件の候補から除
外してユーザに提示することができる。そのため、ユーザの手間をかけることなく、必要
最低限の補正データの作成時間をより一層短縮することが可能になる。
【００９８】
　また、第１変形例に係るＸ線ＣＴ装置は、撮影モードにおいて、補正データ使用可能期
間内でスキャンが実行された日時及び回数を、当該スキャンのスキャン条件に付帯させて
スキャン条件記憶部４６２に記憶させるようにしてもよい。すなわち、図８に示すように
、Ｘ線ＣＴ装置は、補正データ使用可能期間内のスキャン実行日時及び実効回数をスキャ
ン条件毎に記憶することができる。これにより、制御部は、表示制御部を制御して、補正
データ使用可能期間内に、閾値回数以上の回数だけスキャンが実行されたスキャン条件と
、閾値回数以上の回数だけスキャンが実行されなかったスキャン条件（閾値回数未満の回
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数だけスキャンが実行されたスキャン条件）とを識別可能に表示部４７に表示させること
ができる。この場合、使用頻度が更に少ないと予想されるスキャン条件を、補正データを
更新するスキャン条件の候補から除外してユーザに提示することができる。
【００９９】
　第１変形例に係るＸ線ＣＴ装置は、少なくとも、補正データ使用可能期間内でスキャン
が実行された回数をスキャン条件記憶部４６２に記憶させる。そのため、Ｘ線ＣＴ装置は
、過去に使用されたスキャン条件のうち使用頻度の高いスキャン条件の補正データを優先
的に更新することも可能になる。なお、優先的に更新されるスキャンデータの数として、
任意の数の指定が可能に構成される。
【０１００】
（第２変形例）
　実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１は、補正データを更新するスキャン条件の候補を、補正
データの更新履歴に応じて異なる態様で表示部４７に表示させるようにしてもよい。
【０１０１】
　第２変形例に係るＸ線ＣＴ装置の構成は、実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１の構成と同様
であり、以下、第２変形例に係るＸ線ＣＴ装置の動作について、実施形態との相違点を中
心に説明する。
【０１０２】
　第２変形例に係るＸ線ＣＴ装置は、撮影モードにおいて、被検体Ｅをスキャンする毎に
、実施形態と同様にスキャン条件をスキャン条件記憶部４６２に記憶させる。更に、撮影
モードにおいて、各スキャン条件の補正データの更新が行われる毎に、第２変形例に係る
Ｘ線ＣＴ装置は、スキャン条件記憶部４６２の初期化を行うことなく、当該スキャン条件
に付帯させて補正データの更新日時をスキャン条件記憶部４６２に記憶させる。すなわち
、図９に示すように、Ｘ線ＣＴ装置は、直近の補正データの更新日時を記憶することがで
きる。これにより、制御部は、表示制御部を制御して、過去に補正データの更新が行われ
たにもかかわらず、最近、補正データの更新が行われていないスキャン条件を、他のスキ
ャン条件と識別可能に表示部４７に表示させることができる。或いは、制御部は、表示制
御部を制御して、前回候補として表示したにもかかわらず更新されなかった補正データの
スキャン条件を、他のスキャン条件と識別可能に表示部４７に表示させることができる。
【０１０３】
（第３変形例）
　実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１は、撮影モードにおいて、被検体毎に、実行されたスキ
ャンのスキャン条件をスキャン条件記憶部４６２に記憶させるようにしてもよい。
【０１０４】
　第３変形例に係るＸ線ＣＴ装置の構成は、実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１の構成と同様
であり、以下、第３変形例に係るＸ線ＣＴ装置の動作について、実施形態との相違点を中
心に説明する。
【０１０５】
　第３変形例に係るＸ線ＣＴ装置は、撮影モードにおいて、被検体Ｅをスキャンする毎に
、実施形態と同様にスキャン条件をスキャン条件記憶部４６２に記憶させる。更に、第３
変形例に係るＸ線ＣＴ装置は、撮影モードにおいて、被検体毎にユニークに付与された被
検体ＩＤを、当該スキャンのスキャン条件に付帯させてスキャン条件記憶部４６２に記憶
させる。すなわち、図１０に示すように、Ｘ線ＣＴ装置は、被検体毎に、補正データ使用
可能期間内で実行されたスキャンのスキャン条件を記憶することができる。これにより、
制御部は、表示制御部を制御して、被検体に対応して、必要最低限、かつ、十分な、補正
データを更新するスキャン条件の候補をユーザに提示することができる。これにより、補
正データの作成時間の短縮を図りつつ、補正データの更新を効率よく行うことができる。
なお、図１０は、補正データの更新日時を、当該スキャンのスキャン条件に付帯させてス
キャン条件記憶部４６２に記憶させる例を表している。
【０１０６】
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（その他）
　また、この実施形態又はその変形例に係るＸ線ＣＴ装置において、ユーザが所望のスキ
ャン条件を、補正データを更新するスキャン条件の候補として表示対象にしたり、表示対
象から除外したりすることが可能に構成されていてもよい。
【０１０７】
　また、この実施形態又はその変形例におけるスキャン条件を構成する項目として、Ｘ線
管球のアノード－カソード間の管電圧とその電流である管電流、ＦＯＶ（Ｆｉｅｌｄ　Ｏ
ｆ　Ｖｉｅｗ）、撮影スライス厚、Ｘ線検出器を構成するＸ線検出素子の有効列数、スキ
ャン速度等がある。スキャン条件を構成する項目数が増えるほど、実施形態のように候補
を絞ることによって顕著な効果が得られる。たとえば、全スキャン条件に対応する補正デ
ータの作成時間に約１２時間を要する場合に、この実施形態によれば、補正データの作成
時間を３時間２０分に短縮できる例がある。
【０１０８】
　この実施形態における「第１モード」の他の例として、「補正モード」や「メンテナン
スモード」等の動作モードがある。実施形態における「第１モード」は、更新するための
補正データを作成する動作モードであればよい。また、この実施形態における「第２モー
ド」の他の例として、「通常モード」や「投影データ作成モード」等の動作モードが有る
。実施形態における「第２モード」は、補正データを用いて投影データを補正する動作モ
ードであればよい。
【０１０９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　Ｘ線ＣＴ装置
　１０　架台装置
　１１　Ｘ線発生部
　１２　Ｘ線検出部
　１３　回転体
　１４　高電圧発生部
　１５　架台駆動部
　１６　Ｘ線絞り部
　１７　絞り駆動部
　１８　データ収集部
　３０　寝台装置
　３２　寝台駆動部
　３３　寝台天板
　３４　基台
　４０　コンソール装置
　４１　処理部
　４１ａ　前処理部
　４１ｂ　補正処理部
　４１１ｂ　補正データ作成部
　４１２ｂ　投影データ補正部
　４１３ｂ　推定時間算出部
　４１ｃ　再構成処理部
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　４１ｄ　レンダリング処理部
　４４　スキャン制御部
　４５　表示制御部
　４６　記憶部
　４６１　補正データ記憶部
　４６２　スキャン条件記憶部
　４７　表示部
　４８　操作部
　４９　制御部
　Ｅ　被検体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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